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社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について 

 
 社会保険労務士法の一部を改正する法律（平成１７年法律第６２号。以下「改正法」という。）に

ついては、平成１７年６月１７日付け厚生労働省発基第0617001号をもって厚生労働事務次官から

通達されたところである。 
 今般、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成１８年政令第２６

号）により改正法の一部についての施行日が平成１８年３月１日とされ、また、社会保険労務士法

施行令及び組合等登記令の一部を改正する政令（平成１８年政令第２７号。以下「改正令」という。）

が同年２月２４日に、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令（平成１８年厚生労働省令

第２６号。以下「改正省令」という。）が本日公布され、いずれも改正法と同日である本年３月１日

から施行されることとなった。 
 これらの改正法令の施行に当たって留意すべき事項及び改正法令の内容は下記のとおりであるの

で、その事務処理に遺憾のないようにされたい。 

 

記 
 
 
第１ 社会保険労務士の業務からの労働争議不介入規定の削除（社会保険労務士法第２条第１項第

３号及び第２３条関係）  
 社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号。以下「法」という。）第２条第１項第３号かっこ書

においては社会保険労務士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導

の事務を行うことができない旨規定し、同法第２３条は開業社会保険労務士については業として行

うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁止していたところ、改正法により、これらの

規定が削除された。 
 これについては以下の事項に留意すること。 
 
１ 改正後の業務内容 
 今回の改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労

務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることと

なること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第２条第

２項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないこと。 



 なお、全国社会保険労務士会連合会（以下「連合会」という。）においては、会則に社会保険労務

士会の会員が適正な労使関係を損なう行為をしてはならないことを明記したところであり、また、

苦情処理相談窓口を設けて不適切な業務を行った社会保険労務士に指導を行うとともに、綱紀委員

会も設けることとしていること。 
 また、「適正な労使関係を損なう行為」をした社会保険労務士について、当該綱紀委員会における

調査・審議を経て連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳

正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うこととなること。  
  
第２ 紛争解決手続代理業務試験  
１ 紛争解決手続代理業務に係る研修 

(1) 改正法による改正後の法第１３条の３第１項の紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学

識及び実務能力に関する研修は、連合会が、次に掲げる項目について講義及び演習により行う

ものとし、当該研修の総時間数は６３時間以上とすること（改正省令による改正後の社会保険

労務士法施行規則（以下「則」という。）第９条の３関係）。 
(1) 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること  
(2) 個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること  
(3) 個別労働関係紛争における書面の作成に関すること  
(4) 紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること  
(5) その他個別労働関係紛争に関し必要な事項  

(2) 連合会は、(1)により行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなら

ないこととし、研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならないこと（則第９

条の４関係）。  
  
２ 紛争解決手続代理業務試験 

(1) 法第１３条の３第１項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、

厚生労働大臣が代理業務試験事務を行う場合にあっては紛争解決手続代理業務試験申込書を所

轄の社会保険事務局長又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を

行う場合にあっては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に、次の

書類等を添えて提出しなければならないこと。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けよう

とする者が当該試験の日までに１(1)の研修を修了する見込みである場合には、(1)に代えて、当

該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない

こと（則第９条の５及び様式第５号の２関係）。 
(1) １(2)の研修修了証  
(2) 写真  

(2) 紛争解決手続代理業務試験の受験手数料を１５，０００円とすること（改正令による改正後

の社会保険労務士法施行令（昭和４３年政令第３２７号）第１条第２項関係）。  
(3) 厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受

付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するもの

とすること（則第９条の６関係）。  
(4) 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験に合格した者に試験に合格したことを証する書

面を交付するとともに、紛争解決手続代理業務試験の合格者の受験番号を官報公告するものと

すること（則第９条の７において準用する則第８条関係）。  
(5) 紛争解決手続代理業務試験委員の任期は、２年とし、また、非常勤とすること（則第９条の

７において準用する則第９条関係）。  



(6) 連合会は、紛争解決手続代理業務試験に係る合格の取消しを行った場合は、遅滞なく、厚生

労働大臣に所要の報告をしなければならないこと（則第９条の７において準用する則第９条の

２関係）。  
  
３ 代理業務試験事務 

(1) 紛争解決手続代理業務試験委員の要件は、次のいずれかに該当する者であることとすること

（則第３０条の２において準用する則第２６条関係）。 
(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学において法律学に関する科目を担当す

る教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者  
(2) 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者。例えば、

個別労働関係紛争に関して知識及び経験を有すると認められる弁護士がこれに該当すること。  
(2) 連合会は、紛争解決手続代理業務試験委員を選任したときは、その日から１５日以内に、当

該試験委員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。 
   また、試験委員に変更があったときは、その日から１５日以内に、その旨を厚生労働大臣に

届け出なければならないこと（則第３０条の２において準用する則第２７条関係）。   
(3) 連合会は、代理業務試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書

に当該認可に係る代理業務試験事務規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。 
    また、代理業務試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、

年月日及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないこと（則第３０条

の２において準用する則第２８条）。  
(4) 代理業務試験事務規程で定めるべき事項を次に掲げるとおりとしたこと（則第３０条の２に

おいて準用する則第２９条）。 
(1) 紛争解決手続代理業務試験の実施の方法に関する事項  
(2) 受験手数料の収納の方法に関する事項  
(3) 代理業務試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項  
(4) 代理業務試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項  
(5) その他代理業務試験事務の実施に関し必要な事項  

(5) 連合会は、代理業務試験事務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、

その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に

提出しなければならないこと。 
   また、代理業務試験事務に係る事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、

変更しようとする事項、年月日及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければな

らないこと（則第３０条の２において準用する則第３０条）。  
   
第３ 紛争解決手続代理業務の付記 
１ 付記の申請等 

(1) 社会保険労務士がその登録に紛争解決手続代理業務の付記を受けようとするときは、氏名及

び登録番号を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類

及び写真を添付の上、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出

しなければならないこと。  
(2) 付記申請書の様式は、連合会の定めるところによること。  
(3) 連合会は、付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合には、遅滞なく、その様式を厚

生労働大臣に届け出なければならないこと（法第１４条の１１の２及び則第１２条の５関係）。  
(4) 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記又は付記の抹消を行った場合は、厚生労働大臣に通



知しなければならないこと（則第１２条の９関係）。  
  
２ 特定社会保険労務士証票 

(1) 法第１４条の１１の３第２項の特定社会保険労務士証票の様式を定めたこと（則第１２条の 

６及び様式第６号の２関係）。  
(2) 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記の抹消により、特定社会保険労務士証票

を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなけれ

ばならないこと（則第１２条の７関係）。  
(3) 社会保険労務士の登録の抹消等により、特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、

抹消等の時の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならないこと（則第

１２条の８関係）。  
   
第４ その他 
 社会保険労務士試験の合格者の官報公告事項を受験番号に改めたこと（則第８条関係）。 

 
 
 
 


